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   Abstract   社会的に立場の弱い人を支援する福祉制度であるが、対象となる人が利用するた

めには制度を知っている必要がある。対象者に対して制度を知ってもらう取り組みは、行政

広報の中でも行政サービス広報に分類されるが、福祉制度の紹介の実態は明らかになってい

ない。福祉制度の中でも「生活保護」制度に着目し、自治体がどのように伝えているかを明

らかにするため、2019年と2022年に発行された中核市の広報誌における生活保護の記事につ

いて調べた。その結果、2022年は2019年と比較すると生活保護制度を広報誌で紹介している

自治体は増えたこと、それでも全体からすると少数にとどまっていることが明らかになった。 
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１．はじめに  

日本の福祉制度は、基本的に利用者の申請があって利用できるようになる

申請主義である。どのような制度があるか知らなければ申請できないから、

利用者が適切に申請権を行使できるように行政側の広報・周知が重要である 1。

しかし、福祉制度を対象とした中核市へのアンケート調査等を通じて、自治

体は福祉制度の存在を知らない人に対して積極的な情報発信ができておらず、

情報が届いていないことが明らかになった 2。 

日本の行政広報は、第二次世界大戦後に G HQにより地方自治を定着させる施

策のうち自治精神を涵養するため導入された 3とされる。広報の分類として、

河井 ( 2 0 1 3)は顧客である市民に対して行政サービスを周知する「行政サービ

ス広報」、主権者である市民に加え NP Oや企業に対し地域課題解決に向けた積

極的な参画を促す「政策広報」、地域の魅力を地域内外に向けて訴求する

「地域広報」の 3つに分類している。三井 (2 0 2 2 )は、行政広報の内容をさら

に細分化した中で、福祉制度に関する案内を広報サービス情報の中の福祉と

位置づけ、政令指定都市を対象に 2 0 19年度と 2 0 2 0年度の広報誌の記事内容の

割合を調べた。その結果、自治体・年によって差はあるものの、子育てや環

境支援などを含む福祉の記事の割合は調査対象の 40自治体・年のうち、 3 3自

治体・年で 1 0％以下であった。  

一方で、近年は福祉に関する情報発信について変化も生じつつある。 S D G s

 
1  倉田 ( 2 0 1 5 )参照  
2  村井 ( 2 0 2 1 )参照  
3  猪狩 ( 2 0 1 1 )参照  
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では、誰一人取り残さない社会の実現が求められるとともに、個別のターゲ

ットとして「すべての人に健康と福祉を」が掲げられている。また、 2 0 20年

からのコロナ禍の影響もあったのか、三井 ( 2 0 2 2 )でもほぼすべての自治体で

2 0 1 9年度に比べて 2 0 2 0年度では、政令指定都市の広報誌に掲載される「福

祉」についての割合が増加しているとの結果も明らかになっている。  

本研究では自治体による申請主義の対象となっている福祉制度についてど

のように伝えられているかを明らかにするため、福祉制度の中でも「生活保

護」制度に着目し、自治体が市民に対してどのように伝えているか、コロナ

禍による変化があったかについて研究を行った。  

なお、生活保護制度については、 2 0 20年 12月 1 5日に厚生労働省がホームペ

ージに「相談支援や生活保護などの生活支援のご案内」を掲載 4 し、同省の

t w i t t e r で も 同 月 2 1 日 に は 「 生 活 支 援 の ご 案 内 （ 相 談 支 援 や 生 活 保 護 な

ど）」の案内 5を、 2 0 21年 8月 1 3日には「生活保護を申請したい方へ」の案内 6

を発信するなど、国による案内が実施された。  

 

２．検証方法  

２－１．検証対象 

2 0 2 3年 1月 1日現在、中核市となっている全国 6 2自治体について、各自治体

の公式ホームページに掲載されている広報誌（広報紙、市報、新聞広報な

ど）のテキストデータ、電子ブックまたは P D Fファイルを対象に、「生活保

護」を検索した。  

対象とした広報誌は、 2 0 22年（令和 4年）と 2 0 1 9年（平成 3 1年・令和元

年）のそれぞれ 1月号から 12月号までとした。ただし、月に 2回発行している

ケースなどにおいては、 1月 1日発行から 1 2月 2 0日発行分までを対象とした。  

なお、自治体のホームページに 2 01 9年分が掲載されていない自治体におい

ては 2 0 2 2年分のみを対象とし、 2 0 2 2年分が 1年間分掲載されていないまたは

テキスト検索ができない自治体については今回の調査の対象外としている。  

調査期間は、 20 2 2年 12月 2 0日から 2 0 23年 1月 8日までである。  

２－２．検索結果の分類  

検索した結果は、内容により分類し集計した。  

内容の分類は「制度案内」「予算・決算」「他制度の対象」「他制度の対

象外」「料金の減免・免除」「その他」と分類した。  

「制度案内」は、生活保護制度の案内をしたもので、生活保護制度を紹介

したお知らせの記事のほか、相談窓口として生活保護の相談を掲載している

ケースや、年末相談窓口の案内として生活保護など生活に不安のある方の相

談として掲載されている記事、生活に不安のある人向けの制度の一つとして

 
4  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15468.html (2023 年 2 月確認) 
5  https://twitter.com/MHLWitter/status/1340930053765353473 (2023 年 2 月確認) 
6  https://twitter.com/MHLWitter/status/1426027902810804229 (2023 年 2 月確認) 
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生活保護制度が紹介されている記事を本分類に含んでいる。  

「予算・決算」は、自治体の予算や決算の説明をする際において、使途の

説明や経費の増加理由として生活保護が説明された記事の分類である。「他

制度の対象」は、他の制度の紹介において生活保護世帯も対象となることを

記載した記事の分類である。「他制度の対象外」は、他の制度を紹介する際

に、「生活保護世帯（受給者）を除く」や「生活保護世帯（受給者）は対象

外」などと、生活保護世帯は対象とならないことを記載した記事の分類であ

る。「料金の減免・免除」は、生活保護世帯は料金の減免や免除があること

を記載した記事の分類で、料金の一覧表などに生活保護世帯（受給者）が記

載されている場合も本分類とした。「その他」は、前述に分類されない記事

で、生活保護を担当する職員の募集記事や全国一斉生活保護相談会の案内、

「生活保護受給者は手続き（申請）不要」などといった記事を「その他」と

した。 

 

３．検証結果  

３－１．対象自治体 

調査の結果、 20 2 2年 1月 1日時点の中核市 62自治体のうち、 2 0 19年と 2 0 2 2

年の比較が可能な自治体は 4 1自治体、 2 0 22年のみ調査可能だった自治体は 1 8

自治体、調査対象外となった自治体は 3自治体であった。（表１） 

３－２． 2 0 2 2年の生活保護に関する掲載状況  

2 0 2 2年の中核市における生活保護に関する広報誌の掲載状況について、 5 9

自治体で合計 91 5回「生活保護」という文言が掲載されていた。このうち、同

じ記事において詳細を説明するためなど複数回同じ分類で掲載されていたケ

ースが 9 1回あったため、「生活保護」が掲載された記事の数は 82 4件であった。 

内訳としては、生活保護制度の制度案内の記事が 2 7件、予算・決算の記事が

5 2件、他制度の対象の記事が 14 3件、他制度の対象外の記事が 89件、料金の

減免・免除の記事が 38 3件、その他の記事が 1 3 0件であった。（表１）  

 

記事の内容 掲載記事数

制度案内 27件

予算・決算 52件

他制度の対象 143件

他制度の対象外 89件

料金の減免・免除 383件

その他 130件

合計 824件  

 

 

表１． 2 0 2 2 年の生活保護に関する内容別掲載件数  
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３－３． 2 0 1 9年と 2 0 22年の掲載状況の比較  

2 0 1 9年と 2 02 2年の中核市における生活保護に関する広報誌の掲載状況につ

いて、比較が可能な調査対象 41自治体で 20 1 9年には合計 7 06回、 2 0 22年には

合計 6 96回「生活保護」という文言が掲載されていた。このうち、同じ記事に

おいて詳細を説明するためなど複数回同じ分類で掲載されたケースが 2 0 19年

では 5 1回、 2 0 2 2年では 7 2回あったため、「生活保護」が掲載された記事の数

は 2 0 1 9年が 6 5 5件、 20 2 2年が 6 24件であった。  

内訳としては、生活保護制度の制度案内の記事が 2 0 19年は 16件で 20 2 2年は

2 0件、予算・決算の記事が 2 0 19年は 4 4件で 2 0 2 2年は 3 8件、他制度の対象の

記事が 2 01 9年は 7 7件で 2 0 22年では 1 1 6件、他制度の対象外の記事が 2 0 19年は

1 2 5件で 2 0 22年は 6 7件、料金の減免・免除の記事が 2 01 9年は 29 9件で 2 0 22年

は 2 8 1件、その他の記事が 2 0 1 9年は 9 4件で 2 0 2 2年は 1 0 2件であった。（表

２） 

 

記事の内容 2019年 2022年

制度案内 16件 20件

予算・決算 44件 38件

他制度の対象 77件 116件

他制度の対象外 125件 67件

料金の減免・免除 299件 281件

その他 94件 102件

合計 655件 624件
 

 

３－４．生活保護制度の紹介記事  

生活保護制度の紹介記事に着目すると、 20 1 9年と 2 0 2 2年の比較が可能な自

治体においては、 4 1自治体のうち 2 0 1 9年は 3自治体で、 2 0 2 2年は 8自治体で生

活保護制度の紹介記事が掲載されていた。 2 0 1 9年に生活保護制度の紹介記事

を掲載していた 3自治体は、いずれも 2 02 2年も生活保護制度の紹介記事を掲載

していた。この 3自治体のうち、 2自治体は単独のお知らせ記事として掲載さ

れており、 1自治体では相談の窓口の一覧に「生活保護相談」が掲載されてい

た。なお、相談の窓口の一覧の「生活保護相談」は毎月掲載されていた 。

2 0 1 9年には掲載されていなかったが 2 0 2 2年には掲載されていた 5自治体のう

ち、 2自治体は単独のお知らせ記事として、 1自治体はページ上部の他のお知

らせ記事とは違う形態で掲載されていた。残りの 2自治体では、生活に困って

いる人への相談窓口・市民の生活を守るための支援策の一環として生活保護

制度が紹介されており、うち 1自治体では生活保護制度についてのリーフレッ

表２． 2 0 1 9 年と 2 0 2 2 年の生活保護に関する内容別掲載件数比較  
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トを作成したことを紹介しており閲覧するための二次元バーコードも掲載さ

れていた。  

2 0 2 2年のみ調査可能だった自治体においては、 1 8自治体のうち 5自治体で

生活保護制度の紹介記事が掲載されていた。 5自治体のうち 2自治体は単独の

お知らせ記事として掲載されており、 1自治体は年末相談窓口として生活保護

制度などの案内を掲載していた。 1自治体では、 4分の 3ページを使い担当者の

顔写真なども掲載して生活保護制度について案内していた。 1自治体では年間

2回生活保護制度について案内しており 1回目は生活相談の一つとして生活保

護の相談を掲載し、 2回目は生活に困った際の相談窓口として生活困窮者自立

支援制度と生活保護制度を併せて案内していた。  

３－５．検証結果のまとめ  

生活保護制度の紹介を広報誌で実施している中核市は、 2 01 9年と 2 0 2 2年が

比較可能な 4 1自治体のうち 2 0 1 9年では 3自治体だったものが 2 0 22年では 8自治

体となり増加していた。  

案内している自治体は増加はしているものの、 20 2 2年の掲載状況では調査

対象の 5 9自治体のうち 1 3自治体に留まっており、４分の３以上の自治体では

広報誌を活用しての案内はされていなかった。ただし、 2 0 2 2年の掲載状況で

は、お知らせや相談窓口の一つとして掲載している自治体だけでなく、スペ

ースを大きく取ったり詳細なリーフレットを案内したりといった案内をして

いる自治体も存在した。  

 

４．まとめと今後の課題  

本研究では 2 0 1 9年に比べて 2 0 2 2年では生活保護制度を広報誌で案内する自

治体が増えていること、案内方法に工夫している自治体が出てきていること

が分かった。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、生活に

不安がある人に対する案内が一時的に積極的に取り組まれている可能性も考

えられ、今後の案内の状況を確認することで、自治体の生活保護制度に対す

る広報についての意識が高まったかが明らかになってくると考えられる。  

本研究では、中核市を対象に生活保護制度に着目して、行政の広報におけ

る周知の実態を明らかにした。福祉制度は、生活保護制度以外にも多く存在

し、行政機関も中核市以外にも多くの主体が存在する。行政広報における福

祉制度の実態を明らかにするためには、対象を広げていくことが求められる。  

本研究では、生活保護制度を市民に案内する方法として、広報誌に注目し

て調査を実施した。多くの自治体で発行・市民への配布が行われている押し

出し型の広報媒体であることから広報誌を調査対象としたものである。しか

し、広報誌への掲載がどこまで効果があるのか、他の広報手段がどの程度有

効であるのかなどについては分からない。  

本来福祉制度の対象となる人が、申請主義のもとで制度を利用できるよう

にするために有益な手法について明らかにするためには今後の研究が待たれ
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るところではあるが、行政広報が社会的に弱い立場の人を支援し社会とのつ

ながりを新たに構築するために役立つことを期待している。  
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